
 1 

（以下は，名古屋高等裁判所平成２３年(ネ)第９５１号事件の原審（名古屋地方裁

判所平成２２年(ワ)第５４３１号貸金等請求事件）判決の全文である。） 

 

                    主       文 

１ 株式会社Ａを新設分割株式会社とし，被告を新設分割設立株式会社と

する平成２１年９月１日に効力が生じた会社分割を９５６８万２０００

円の限度で取り消す。 

２ 被告は，原告に対し，９５６８万２０００円及びこれに対する本判決

確定の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 原告のその余の請求を棄却する。 

４ 訴訟費用は被告の負担とする。 

                    事実及び理由 

第１ 請求 

１ 株式会社Ａを新設分割株式会社とし，被告を新設分割設立株式会社とする平

成２１年９月１日に効力が生じた会社分割を取り消す。 

２ 被告は，原告に対し，９５６８万２０００円及びこれに対する平成２１年９

月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 本件は，分離前被告株式会社Ａ（旧商号株式会社Ｂ，以下「旧Ｂ」とい

う。）の取引先金融機関であり，旧Ｂに対して貸金債権を有する原告が，債

務超過であった旧Ｂの会社分割（新設分割）によって設立され，旧Ｂの農産

物や食料品の販売等の一切の事業を承継した被告に対し，同会社分割が詐害

行為に当たるとして，詐害行為取消権に基づき，①同会社分割の取消しを求

めるとともに，②価格賠償として同貸金債権元本である９５６８万２０００

円及びこれに対する平成２１年９月２日（同会社分割の日の翌日）から支払

済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であ
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る。 

１ 争いのない事実等（争いのない事実のほかは，各項に掲記の証拠により認め

る。） 

(1) 当事者等 

ア 原告は，銀行業を主たる目的とする株式会社であり，旧Ｂとの間で取

引関係をもつ金融機関である（弁論の全趣旨）。 

イ 旧Ｂは，農産物，食料品の販売等を目的とする株式会社であり，Ｃが

代表取締役を務めるところ，平成２１年９月１日，商号を株式会社Ａに

変更するとともに，その一切の事業を新たに設立する被告に承継させる

ことを主たる内容とする会社分割（新設分割，以下「本件会社分割」と

いう。）を行った。 

 被告は，本件会社分割により，平成２１年９月１日に設立され，旧Ｂ

の農産物や食料品の販売等，一切の事業を承継した株式会社であり，Ｃ

が代表取締役を務めている。 

(2) 原告の旧Ｂに対する貸金債権 

ア 原告は，旧Ｂに対し，平成２１年６月３０日，手形貸付の方法で，５

０００万円を弁済期同年９月４日と定めて貸し付けた。なお，旧Ｂは，

平成１７年２月２５日付け銀行取引約定書により，旧Ｂの原告に対する

債務の遅延損害金を年１４パーセント（年３６５日の日割計算）とする

旨約していた。 

イ 原告は，旧Ｂに対し，平成１９年５月３１日，２０００万円を次の約

定により貸し付けた。 

返済方法 平成１９年６月１０日から平成２４年４月１０日まで毎

月１０日限り各３３万３０００円，同年５月１０日限り

３５万３０００円 

期限の利益の喪失 旧Ｂが上記の債務の履行を遅滞したときは，残



 3 

債務全額について当然に期限の利益を失う。 

遅延損害金 年１４パーセント（年３６５日の日割計算） 

ウ 原告は，旧Ｂに対し，平成２０年２月２９日，５０００万円を次の約

定により貸し付けた。 

返済方法 平成２０年３月１０日から平成２５年１月１０日まで毎

月１０月限り各８３万３０００円，同年２月１２日限り

８５万円３０００円 

期限の利益の喪失 旧Ｂが上記の債務の履行を遅滞したときは，残

債務全額について当然に期限の利益を失う。 

遅延損害金 年１４パーセント（年３６５日の日割計算） 

エ 旧Ｂは，前記アの債務について弁済期に全額を支払わず，前記イの債

務について，平成２１年１０月１３日限り支払うべき金員を支払わなか

ったことにより，それぞれ残債務額について期限の利益を喪失し，前記

ウの債務について，平成２１年９月１０日限り支払うべき金員を支払わ

なかったことにより，残債務額について期限の利益を喪失した。 

 これにより，原告は，旧Ｂに対し，平成２１年９月１日当時において，

貸金元本として合計９６０１万５０００円の貸金債権を有しており，そ

の後，平成２１年９月１０日に一部弁済を受けたことにより貸金元本の

合計は９５６８万２０００円となった（甲８，１１）。 

(3) 会社分割による被告の設立 

ア 旧Ｂは，平成２１年８月１２日，旧Ｂを新設分割会社とし，旧Ｂが営

む農産物，食料品等の販売事業に関して有する権利義務を，新設分割設

立会社である被告に対して承継させる新設分割計画を作成した（甲３３。

以下，この計画を「本件分割計画」といい，本件分割計画にかかる会社

分割（新設分割）が，本件会社分割である。）。 

イ 本件分割計画の概要は，以下のとおりであるところ，旧Ｂの取引先金
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融機関の債務は，本件会社分割による承継の対象とされていないため，

原告の旧Ｂに対する前記貸金は，本件会社分割による承継の対象とされ

ていない（甲３３）。 

 旧Ｂは，農産物や食料品の販売等その一切の事業を，新たに設立

する被告に承継させるため，次のとおり会社分割を計画する（前

文）。 

① 被告は，分割に際し，普通株式１０００株を発行し，当該株式

のすべてを旧Ｂに割り当てる（第５条）。 

② 被告が，分割により旧Ｂから承継する権利義務関係は，別紙承

継権利義務明細表のとおりである（第４条）。 

③ 被告の設立登記をすべき期日は，平成２１年９月１日とする。

ただし，手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は，

変更することができる（第７条）。 

④ 被告の設立当初の取締役となるべき者はＣ，監査役となるべき

者はＤとする（第３条）。 

ウ 新設分割設立会社である被告は，平成２１年９月１日，設立の登記が

されたことによって設立され，同日，本件会社分割の効力が生じた。 

 旧Ｂは，本件分割計画を作成した日から本件会社分割の効力が発生し

た平成２１年９月１日に至るまでの当時，債務超過の状態にあった（甲

２８，３４，被告代表者）。 

３ 争点 

 本件会社分割を詐害行為取消権（民法４２４条）に基づいて取り消すこと

ができるか。 

(1) 本件会社分割についての詐害性の有無（争点(1)） 

(2) 詐害の意思（争点(2)） 

(3) 取消しの範囲及び原状回復の方法（争点(3)） 
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４ 争点（争点(1)ないし(3)）に対する当事者の主張 

(1) 本件会社分割についての詐害性の有無（争点(1)） 

ア 原告の主張 

(ｱ) 本件会社分割は，旧Ｂの総額１４億０８９７万余円の資産のうち５

億４４３９万余円の資産を新設会社たる被告に移し，他方では総額３

６億１４６７万余円の負債のうちその大部分である３３億４４９３万

円もの負債を旧Ｂに残し，新設会社たる被告には２億６９７３万余円

しか承継させないというもので，金融機関に対する債務は新設会社た

る被告が承継しないというのであるから，本件会社分割は，金融機関

に対する債務を踏み倒した上，新設会社の側で優良な資産を維持して

事業継続を企図するものであって，債権者（新設会社である被告が承

継しない債務の債権者）である原告を害することは明らかである。 

(ｲ) 分割会社たる旧Ｂに新設会社たる被告の全株式が交付されたとして

も，被告の株式は非上場かつ譲渡制限があって流動性を欠き，株式譲

渡は強制執行手続において評価も換価も著しく困難なものであり，当

該株式につき株券が発行されれば強制執行は一層困難となるのである

から，本件会社分割の内容に照らすと，旧Ｂの一般財産の共同担保と

しての価値を実質的に毀損して債権者の債権回収を困難にするもので

あることは明白である。 

イ 被告の主張 

(ｱ) 詐害行為の成否は，行為の客観的性質，行為者の主観的要素ならび

に債務者がとった手段の相当性を考慮して，当該法律行為が正当な処分

権行使といえるかどうかで判断すべきであり，この評価は，債権者間の

公平，債務者にとっての有用性をも総合的に考慮した結果，債務者の行

った当該法律行為を取り消すことが正当化されるか否かによって判断さ

れるべきである。そして，本件会社分割は，旧Ｂの構築してきた事業価
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値の存続と雇用の場の確保という社会的意義を有するものであり，旧Ｂ

は本件会社分割を実行するに当たって，金融機関に対し情報開示や説明

活動を行ってきたことなどを考慮すれば，十分に正当化しうるものであ

る。 

(ｲ) 本件会社分割では，旧Ｂから被告に移転した純資産（移転した資産

から負債を控除した価値）に相当する新設会社の株式が分割会社たる旧

Ｂに交付されており，旧Ｂの資産には変動がなく，本件会社分割によっ

ても旧Ｂの債権者を害することはない。 

(2) 詐害の意思（争点(2)） 

ア 原告の主張 

 本件会社分割は，分割会社である旧Ｂが債務超過の状態である状況に

おいて，債権者（新設会社である被告が承継しない債務の債権者）であ

る原告を害することを認識して行ったものであるから，詐害の意思があ

る。 

イ 被告の主張 

(ｱ) 旧Ｂは，本件会社分割を実行するに当たって，取引先金融機関に対

し情報開示や説明活動を行うなどして，事業再生に向け理解を得る取

組みを行っており，かような取組みから推認されるとおり，旧Ｂには

不当な詐害の意思はなかったというべきである。また，本件会社分割

後も，旧Ｂは，被告から支払われる２００万円を原資として，各取引

先金融機関に按分弁済をしており，このような取組みからも旧Ｂに不

当な詐害の意思はなかったといえる。 

(ｲ) 詐害行為取消権において，受益者の詐害性についての悪意が要件と

されるところ（民法４２４条１項ただし書），会社分割の手続におい

ては，債務者（分割会社）が，分割計画書を作って株主総会の承認な

どを得て，金融機関等の債権者に説明を行っていくことになるが，会
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社分割を実現する過程において，いまだ受益者たる新設会社は存在し

ないのであって，受益者の悪意という要件を充たす余地がない。 

(3) 取消しの範囲及び原状回復の方法（争点(3)） 

ア 原告の主張 

 詐害行為取消しの場合には，その効果は相対的であるため新設会社に

ついて解散登記又はこれと同種の登記をすることもできず，また，本件

会社分割により被告に承継させた資産は分割計画書においても個々的に

は特定されておらず，新設会社の事業継続の中で変動を来していると考

えられる等の事情から，現物返還は不可能であり，価格賠償により処理

すべきである。 

イ 被告の主張 

 争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件会社分割に関する認定事実 

 争点(1)ないし(3)を判断するに当たって前提となる本件会社分割にかかる

事実につき，前記争いのない事実等のほか，各項に掲記の証拠及び弁論の全

趣旨によれば，以下の事実が認められる。 

(1) 旧Ｂは，昭和４８年５月２６日に設立され，農産物及び食料品の販売等

の事業を営んでいたところ，農産物の販売事業の一環として平成１６年，

高品質のトマトの大量生産とトマト狩り，直売所による直販を行う「ルー

ツファーム」事業を，有限会社Ｅ（平成２１年８月３日に株式会社Ｅに商

号変更（弁論の全趣旨）。）で開始することとし，この事業に多額の資金

を投入し，ＥのＦ県信連からの借入に関して連帯保証をするなどしていた

ところ，Ｅの事業不振等により，旧Ｂは巨額の資金の持ち出しを余儀なく

され，平成２１年春には資金繰りに行き詰まるようになった（乙４５，被

告代表者）。 
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 旧Ｂの財務状況は，第３６期（平成２０年５月１日から平成２１年４月

３０日までの決算期）において，営業損失１億１１４５万９３６６円，経

常損失１億４１９８万９４９１円を計上するも，平成２１年４月３０日現

在において債務超過にまでは至っていない（甲２６。ただし，後記のとお

り，Ｆ県信連に対する連帯保証債務は織り込まれていない。）。 

 一方，第３７期（平成２１年５月１日から平成２１年８月３１日までの

決算期）において，営業損失３億５５１４万５９０３円，経常損失３億６

４０３万３３７０円が計上されるとともに，平成２１年８月３１日現在の

貸借対照表の純資産の部が５億６９８０万７１４８円のマイナスとなり，

債務超過の状態となっている（甲２７，２８）。もっとも，第３７期決算

書による上記平成２１年８月３１日現在の貸借対照表には，Ｅを主債務者

とする連帯保証債務が全く織り込まれておらず，これらを織り込むと，資

産の部は，同様であるにもかかわらず，負債の部は約３６億１４６７万円

となる結果，債務超過額は，さらに大幅に増え約２２億０５７０円計上さ

れることになる（甲３４）。 

(2) 平成２１年４月ころ，旧Ｂの資金繰りの悪化を踏まえ，旧Ｂの代表取締

役であるＣは，取引金融機関に支払の猶予を求めるとともに，事業再生コ

ンサルタント業を営む株式会社Ｇの代表取締役であるＨに事業継続の方法

を相談するに至り，Ｉ協議会との協議と会社分割の２つの方法を用いて，

事業継続を図ることとし，各金融機関への説明を行うなどしていった（乙

４５，被告代表者）。 

 Ｃらは，金融機関への説明の一つとしてバンクミーティングと呼称する

取引金融機関を集めた説明会を実施し，本件会社分割前においては，平成

２１年６月１日には第１回のバンクミーティングが，平成２１年６月２２

日には第２回のバンクミーティングが開催され，いずれにも被告浜松支店

の関係者が出席していたところ，その中で，Ｃは，Ｉ協議会の支援を受け
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ながら，新設会社分割による第２会社を設立するという二本立て方式によ

る再建方針を説明していた（乙３，４，６，８，４５，被告代表者）。 

 しかし，Ｉ協議会との協議は条件が合わなかったため断念するに至り，

Ｃらは，会社分割の方向で再建を進めることとしていった（乙４５，被告

代表者）。 

(3) 本件分割計画においては，旧Ｂから被告に対して承継させる農産物等の

販売等の事業に関する権利義務は，別紙承継権利義務明細表のとおりであ

るが，金融機関に対する債務を分割会社に残し，その他の債務は分割会社

が重畳的債務引受けをした上で新設会社に承継させるというものであり，

具体的な金額としては，総額約１４億０８９７円の資産のうち，約５億４

４３９万円の資産を新設会社である被告に移し，負債については総額約３

６億１４６７円のうち，約３３億４４９３円の負債を分割会社である旧Ｂ

に残し，新設会社である被告に約２億６９７３万円の負債を移すというも

のであった（甲２２，３３，３４）。 

 旧Ｂの資産のうち，被告が承継するものと旧Ｂに残るものの具体的な内

訳は，被告が承継するものは，流動資産のうち同事業に属する現金預金，

受取手形，売掛金，棚卸資産，その他の流動資産で，その合計は４億３３

４３万８８０４円，投資その他の資産として同事業に属する出資金，保証

金，敷金，その他の投資等で合計１億１０９５万５０９５円であり，有形

固定資産は合計７２３３万５４０５円，無形固定資産は合計３２５０万４

１９０円であり，旧Ｂに残る流動資産の合計は６億２４００万３５８３円，

有形固定資産は合計１億４９０１万２５００円，無形固定資産は合計１３

１９万０４６４円，投資その他の資産は合計７６１７万５４６２円である

（甲２２，３３，３４）。 

 平成２１年９月３０日現在における旧Ｂに残った金融機関に対する貸付

債務の残高（無担保分）の概略は，Ｆ県信連の連帯保証債務を除き，Ｊ銀
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行約３億００８７万円，Ｋ信用金庫約２億５１３８万円，Ｌ公庫約１億８

１４３万円，Ｍ約１億５１８１万円，原告約９５６６８万円，Ｎ信用金庫

約９１８５万円，Ｏ銀行約７５９０万円，Ｐ銀行約６０８１万円，Ｑ銀行

約６０７８万円，Ｒ銀行約４５８３万円，Ｓ機構約３２００万円であり，

その他に社債としてＴ銀行に１億円が存在していた（甲１５，乙２１）。

そして，これらの負債については，本件会社分割後，被告から旧Ｂに対し，

賃料等の名目で入金される毎月２００万円を按分比例して当該債務等の弁

済にあてることとするものであった（甲１５，乙２１，被告代表者）。も

っとも，平成２２年４月以降は，Ｆ県信連への弁済も加わるため，例えば，

原告を例にとれば，平成２２年４月より前は，月額１３万３８１０円の弁

済であったものが，平成２２年４月以降は，月額６万１６８５円の弁済と

いうように，各金融機関への毎月の弁済額は，平成２２年４月以降は，さ

らに少なくなるというものであった（甲１５，１６，乙２１，３１，３

３）。 

(4) 新設分割設立会社である被告は，平成２１年９月１日，設立の登記がさ

れたことによって設立された（本店所在地は，旧Ｂのそれと同じである静

岡県浜松市Ｕ区Ｖ町である。）。被告の代表取締役にはＣが，監査役には

ＧのＤが就任した。また，設立時発行株式総数は，１０００株（資本金は

３０００万円）であり，その株式全部が旧Ｂに交付された。 

 被告は，本件会社分割による旧Ｂから承継した権利義務を基礎として，

以後，農産物や食料品の販売等の事業を営んでいる。 

(5) 旧Ｂは，本件会社分割効力発生日以降においても，取引先金融機関に対

して，バンクミーティングを開催するとともに，前記(3)の方針にのっとり，

被告から旧Ｂに対して賃料等の名目で支払われる毎月２００万円を原資と

して，取引先金融機関に対して，按分弁済を継続している（乙１６ないし

３４（枝番を含む），被告代表者。）。なお，原告は，当該按分弁済を受
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けるべき口座を指定しないため，弁済できない状態にある（被告代表者）。 

２ 争点(1)について 

(1) 詐害行為取消権は，総債権者の共同担保となるべき債務者の一般財産

（責任財産）を保全するための制度であるから，無資力である債務者が一

般財産を減少させる法律行為をした場合に，これが債権者を害する債務者

の一般財産減少行為，すなわち詐害行為となるか否かについては，単に当

該法律行為の前後において，計算上一般財産が減少したか否かという観点

からだけではなく，たとえ計算上一般財産が減少したとはいえないときで

も，一般財産の共同担保としての価値を実質的に毀損して，債権者が自己

の有する債権について弁済を受けることがより困難となったと認められる

場合には，詐害行為に該当すると解するのが相当である。 

 前記１の認定事実によれば，本件会社分割は，著しい債務超過にあり無

資力であった旧Ｂが，その保有する資産のうち，流動資産を中心とした約

３割程度を被告に承継させた上で，負債については，その大部分を占める

金融機関に対する負債を旧Ｂに残すというものである。そして，本件会社

分割後，旧Ｂは，金融機関に対する返済を，被告から賃料等名目で入金さ

れる月額２００万円を原資として，各金融機関の負債額に按分比例して分

割弁済していくというものであり，同計画を前提とすると，金融機関への

弁済が終了するのは，計算上，弁済を開始してから約１２８年程度を要す

るものになる。 

 本件会社分割は，旧Ｂの資産をすべて被告に承継させるというものでは

なく，被告に承継させる資産は約３割程度に留まるものではあるが，承継

させる資産として選別されたものは，事業継続に必要な流動資産を中心と

したもので，今後の収益を得るために必要不可欠なものであるが，旧Ｂに

残される資産は，固定資産等を中心としたもので，事業継続の関係で，そ

れ自体が今後の収益を生み出すために必要というものではないこと，のみ



 12 

ならず，負債の承継については，その大部分が旧Ｂに残される形であり，

本件会社分割の結果，旧Ｂは，約２４億８０３５万円という著しい債務超

過状態であるにもかかわらず，資産の一部が承継された被告は，債務超過

ではない健全な状態で経営を続けていくというもので，しかも，旧Ｂによ

る金融機関への弁済は，約１２８年あまりで終えるというのであり，原告

を含めた金融機関は，極めて長期の分割弁済を強いられることになるので

あって，債務超過であって無資力であった旧Ｂの資産が被告へ承継される

ことにより，旧Ｂの一般財産が本件会社分割によって毀損されたというべ

きである。 

(2) これに対し，被告は，本件会社分割では，旧Ｂから被告に移転した純資

産（移転した資産から負債を控除した価値）に相当する新設会社の株式が

分割会社たる旧Ｂに交付されており，旧Ｂの資産には変動がなく，会社分

割によっても旧Ｂの債権者を害することはないと主張する。しかし，旧Ｂ

が資産を被告に承継させる対価として取得したのは，被告の株式１０００

株に留まるのであって，しかも，被告の株式は，非上場株式会社の株式で

あり，株主が廉価で処分することは容易であっても一般的には流動性に乏

しく，旧Ｂの債権者にとっては，株主名簿を閲覧する権利もなく（会社法

１２５条２項），株券が発行されればより一層これを保全することには著

しい困難が伴い，さらに，強制執行の手続においても，その財産評価や換

価をすることには著しい困難を伴うものと認めることができる。そうする

と，被告の株式１０００株が発行され，旧Ｂがこれを保有するに至ったと

しても，本件会社分割により，旧Ｂの一般財産の共同担保としての価値を

実質的に毀損して，その債権者である原告が自己の有する被保全債権につ

いて弁済を受けることがより困難になったというべきである。 

 また，被告は，詐害行為の成否は，行為の客観的性質，行為者の主観的

要素ならびに債務者がとった手段の相当性を考慮して，当該法律行為が正
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当な処分権行使といえるかどうかで判断すべきであり，本件会社分割は，

旧Ｂの構築してきた事業価値の存続と雇用の場の確保という社会的意義を

有するものであり，旧Ｂは本件会社分割を実行するに当たって，金融機関

に対し情報開示や説明活動を行ってきた旨を主張する。 

 確かに，旧Ｂ代表者でもあったＣが，本件会社分割実行に当たって，バ

ンクミーティング等を開催するとともに，各金融機関を個別に訪問するな

どしている（乙９，１３，被告代表者）が，本件会社分割後の分割弁済等

につき各金融機関から同意が得られたわけではないことは，Ｃ自身も自認

する（被告代表者【１０頁】）ところで，分割弁済の内容が現実的なもの

ではなく同意を得られる見込みも薄いということはＣ自身も十分に認識し

ていたというべきであり，金融機関への説明を行ったことによって詐害性

が否定されるというものではなく，本件全証拠をもってしても，本件にお

いて，旧Ｂが債権者らのコンセンサスを得られる状態に至る程度に，本件

会社分割を正当化し得るだけの説明等を行ったとは認められない。また，

経営状態が悪化した事業につき，その事業価値の存続や雇用の場の確保を

図ることの社会的意義自体は否定し得ないにせよ，その社会的意義をもっ

て，それを実現するためにとられた手段が当然に正当化されるものではな

いし，特に，本件は取引金融機関に極めて大きな負担を強いるものである

から，より慎重な判断を要するといえるのであって，債権者の一定の犠牲

の下で，この社会的意義を実現する手段として，民事再生手続や会社更生

手続といった再建型の法的な倒産手続があることに照らせば，本来は，同

手続によるべきものといえるのであるから，上記のような社会的意義とい

う観点から本件会社分割を正当化し得るものともいえない（なお，被告代

表者は，法的手続をとり得なかった理由として，旧Ｂは，取引先との継続

的基本売買契約で，旧Ｂが法的整理又は公的再生を行う場合には，契約相

手方が契約を解除する条項があるためと供述する（乙４５）が，被告が再
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建に向けて相談したとするＧのＨの陳述書（乙４８）によると，ブランド

が毀損することに鑑みて，法的な再生である民事再生は選択できなかった

と指摘するところで，法的手続をとらなかった理由自体が曖昧であるのみ

ならず，同供述のような条項があるのか必ずしも判然としないし，仮に，

そのような条項があっても，法的整理に向けた交渉等により調整する余地

がないとはいえず，同供述により本件会社分割を行うことが正当化せられ

るとはいえない。）。 

３ 争点(2)（詐害の意思）について 

(1) 前記１の認定事実によれば，旧Ｂの代表取締役であるＣは，本件会社分

割により，少なくとも，取引金融機関が極めて長期の分割弁済を強いられ

ることになるとの認識はしていたといえるから，原告を含む旧Ｂの債権者

が有する債権について，本件会社分割により旧Ｂの一般財産から弁済を受

けることがより困難となり，債権者が害されるとの認識を有していた，す

なわち，詐害の意思を有していたものと認めることができる。 

(2) これに対し，被告は，旧Ｂは本件会社分割を実行するに当たって，取引

先金融機関に対し情報開示や説明活動を行うなどして，事業再生に向け理解

を得る取組みを行っており，また，本件会社分割後も，旧Ｂは，被告から支

払われる２００万円を原資として，各取引先金融機関に按分弁済をしている

として，債務者たる旧Ｂに不当な詐害の意思はなかった旨を主張する。 

 確かに，前記１の認定事実のとおり，新設分割会社である旧Ｂは，本件

会社分割によって被告に承継されない債務の債権者に対して，会社分割に

関する情報開示や事業再生コンサルタントであるＨを伴って説明活動を行

い，原告も出席のバンクミーティングでも説明活動を行うなどしているが，

このことをもって詐害性が否定されるものでないことは前記のとおりであ

るから，このことをもって詐害の意思が否定されるものとはいえない。ま

た，旧Ｂは，本件会社分割後にも取引先金融機関に対する説明を続けた上，
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被告から旧Ｂに対して賃料等の名目で毎月支払われる２００万円を原資と

して，原告以外の取引先金融機関に対して毎月按分弁済を行っているが，

これとて，本件会社分割前において，債権者等の関係者と相応の調整を行

い，合意を取り付ける等，債権者を害することのないよう手段を講じた上

で行われたものではなく，上記按分弁済の方法では，債務の完済までに１

２８年という長期間を要するというのであり，かような返済方法について

各取引先金融機関が了承したとは考え難く，また返済方法について書面を

交わした等の事情も見受けられないことから，上記按分弁済は各取引先金

融機関が明確な反対の意思を示していないため事実上実現しているにすぎ

ないのであって，本件会社分割後の金融機関への按分弁済という事情は，

旧Ｂに詐害の意思があるとの認定を左右し得るものではない。 

(3) ところで，詐害行為取消権を行使するに当たっては，受益者が詐害行為

につき悪意であることが必要であり，その判断の基準時は，詐害行為時，

すなわち，新設会社が設立されて会社分割の効力が発生した時点というこ

とになると解される。そうすると，本件会社分割においては，詐害行為時

である本件会社分割時に受益者たる被告が設立されることになるため，受

益者たる被告の意思をどのように判断するかの問題が生じ得ないではない。

この点，新設分割においては，分割会社の代表取締役が手続を進めるので

あり，まして，本件では，分割会社たる旧Ｂの代表取締役と新設会社であ

る被告の代表取締役は同じＣが務めるのであるから，分割会社たる旧Ｂに

詐害の意思があるとすれば，新設会社たる被告にも詐害の意思があると擬

制するのが相当である。したがって，受益者の主観的判断の困難性を理由

に，詐害行為取消権行使を否定する被告の主張は採用できない。 

４ 争点(3)（取消しの範囲及び原状回復の方法）について 

(1) 以上を前提とすると，原告は，自己の有する被保全債権を基礎として，

詐害行為取消権に基づいて，本件会社分割の取消しの請求及び債務者であ
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る旧Ｂの一般財産を現状回復させるための請求をすることができるという

べきである。 

(2) そして，新設分割は，新設分割会社がその事業に関して有する権利義務

の全部又は一部を新設分割設立会社に承継させることであり，本件会社分

割において，旧Ｂから被告に対して承継された資産及び負債が可分である

ことは明らかであるから，本件会社分割を詐害行為として取り消す範囲は，

詐害行為の目的物が可分である場合として，債権者である原告の被保全債

権の額，すなわち，貸金元本の合計９５６８万２０００円を限度とすると

いうべきである。 

(3) また，本件会社分割が詐害行為として取り消された時の原状回復の方法

としては，本件会社分割により承継させた資産を現物返還させることが可

能であればこれによるべきであるが，本件会社分割による承継させた資産

は，別紙承継権利義務明細表に記載されたとおりに特定されるのみで，個

別の権利として特定されておらず，さらに，承継されているのは流動資産

が主であり，しかも，本件会社分割後，被告が事業継続していることから

すると，上記資産に変動が生じていることは容易に推測できるのであり，

債権者である原告にとって，承継された上記資産を特定してこれを返還さ

せることは著しく困難であると認めることができる。したがって，原告は，

被告に対し，逸失した財産の現物返還に代えてその価格賠償を請求するこ

とができる。 

(4) 以上のとおり，原告は，被告に対し，詐害行為取消権に基づき，本件会

社分割を９５６８万２０００円の限度で取り消した上，その価格賠償を求

め得るにとどまり，併せて，これが形成権に基づく金銭債権であることか

ら，詐害行為取消しの判決確定の日の翌日から上記価格賠償金に対する民

法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求できるものと認める

のが相当である。 
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 なお，上記詐害行為取消権に基づく取消しの効果は，原告と被告との間

で相対的に及ぶにとどまり，組織法上の新設分割の効力自体を対世効をも

って取り消すものではない。 

５ 結論 

 よって，原告の被告に対する請求は，本件会社分割を９５６８万２０００

円の限度で取り消した上，同額及びこれに対する判決確定の日の翌日から民

法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるか

ら，これを認容し，その余は理由がないからこれを棄却することとし，訴訟

費用の負担につき民事訴訟法６１条，６４条ただし書を適用し，主文のとお

り判決する。 
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